
法人名：　国際協力機構

公益法
人の区
分　※3

国所管、都道
府県所管の
区分

水道技術研究センター 専門家等の派遣経費 440,708 ※2 公財 国所管

日本監査役協会 会費等 160,000 160,000 1/10
主務大臣より任命された
監事の業務上、必要と判
断されるため。

公社 国所管

青年海外協力協会 施設利用料 150,000 3/28 公社 国所管

青年海外協力協会 専門家等の派遣経費 135,575,723 ※2 公社 国所管

エヌエイチケイ・インターナショナル 専門家等の派遣経費 146,933 ※2 特財 国所管

日本国際協力センター 専門家等の派遣経費 5,079,890 ※2 特財 国所管

日本科学技術連盟 専門家等の派遣経費 359,450 ※2 特財 国所管

新日本検定協会 専門家等の派遣経費 785,702 ※2 特財 国所管

アジア農業協同組合振興機関 専門家等の派遣経費 101,666 ※2 特財 国所管

日本経済団体連合会 会費等 210,000 210,000 1/10
当機構と経済界の情報・
意見交換のために必要
と判断されるため。

特社 国所管

合計 143,010,072

【記載要領】

（注１）「公益法人等」には、特例民法法人、公益社団・財団法人が含まれる。

（注２）「名目・趣旨等」には、その詳細を簡潔に記載すること。

（注３）「会費一口当たりの金額、もしくは最低限の金額」の欄は支出先法人が定める会費一口当たりの金額もしくは最低限の額を記載すること。

※1：各名目の具体的内容は以下のとおり。

・会議費：業務上必要な会議に係る経費

・専門家等の派遣経費：専門家及び調査団員の所属先への人件費補てん

・旅費・交通費：研修業務及び調査業務にかかる旅費及び交通費等

・講義謝金等：研修業務、市民参加協力業務にかかる講義等にかかる謝金等

※2：専門家等の派遣経費の支出決定日は個人ごとに異なるが、原則として四半期毎に支払われている。

※3：公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

「公益法人に対する支出の公表・点検の方針について」（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく
独立行政法人から公益法人への契約以外の支出についての情報の公開（平成24年度第4四半期分）

交付又は支出先法人名称
名目・趣旨等

※1

交付又は支
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（単位：円）
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交付又は
支出日等
（支出決定

日）

（会費の場合）
支出の理由等

公益法人の場合
（H24.8月 現在）

様式４ 


